
核医学診断／治療に関する医科診療報酬点数表 

第 1 章 基本診療料 第１部 初・再診料 第２節 再診料 

A001 再診料 
 

A001 再診料 75 点 

 

「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」（令和 6 年 3 月 5 日 厚生労働省告示第 57 号） 

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 

（令和 6 年 3 月 5 日 保医発 0305 第 4 号） 

 

告示 通知 

注 2、注 4～7、注 9~11、注 14～20 （※略） 

注１ 保険医療機関（許可病床のうち一般病床に係る

ものの数が 200 以上のものを除く。）において再

診を行った場合（別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た保険医療機関において情報通信機器

を用いた再診を行った場合を含む。）に算定する。 

 

注３ 同一保険医療機関において、同一日に他の傷病

について、別の診療科を再診として受診した場合

は、注 1 の規定にかかわらず、2 つ目の診療科に

限り、38 点（注 2 に規定する場合にあっては、

28 点）を算定する。この場合において、注 4 か

ら注 8 まで及び注 10 から注 20 までに規定する

加算は算定しない。 

 

注８ 入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾

患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査並

びに第 7 部リハビリテーション、第 8 部精神科専

門療法、第 9 部処置、第 10 部手術、第 11 部麻

酔及び第 12 部放射線治療を行わないものとして

別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を

行った場合は、外来管理加算として、52 点を所

定点数に加算する。 

 

注 12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関（診療所に限る。）において、脂質異常

症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病

（慢性維持透析を行っていないものに限る。）又

は認知症のうち２以上の疾患を有する患者に対

(3)、(5)(6)、(8)～(10)、(13)～(16) （※略） 

(1) 再診料は、診療所又は一般病床の病床数が 200

床未満の病院において、再診の都度（同一日におい

て 2 以上の再診があってもその都度）算定できる。 

(2) 「注 1」に規定する情報通信機器を用いた再診に

ついては、「A000」初診料の（2）の取扱いと同様

である。ただし、この場合にあっては外来管理加算

は算定できない。 

(4) 2 以上の傷病について同時に再診を行った場合

の再診料は、当該 1 日につき 1 回に限り算定する。

ただし、同一保険医療機関において、同一日に他の

傷病について、患者の意思に基づき、別の診療科を

再診として受診した場合は、現に診療継続中の診

療科 1 つに限り、「注 3」に掲げる所定点数を算定

できる。この場合において、「注 4」から「注 8」

まで、「注 10」から「注 20」までに規定する加算

は、算定できない。 

(7) 外来管理加算 

ア 外来管理加算は、処置、リハビリテーション等

（診療報酬点数のあるものに限る。）を行わずに

計画的な医学管理を行った場合に算定できるも

のである。 

イ～カ （※略） 

キ 「注 8」の厚生労働大臣が別に定める検査とは、

第 2 章第 3 部第 3 節生体検査料のうち、次の各

区分に掲げるものをいう。 

超音波検査等 

脳波検査等 

神経・筋検査 

耳鼻咽喉科学的検査 

眼科学的検査 

負荷試験等 



して、当該患者の同意を得て、療養上必要な指導

及び診療を行った場合には、地域包括診療加算と

して、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点

数を所定点数に加算する。 

イ 地域包括診療加算１  28 点 

ロ 地域包括診療加算２  21 点 

 

注 13 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす

保険医療機関（診療所に限る。）において、認知症

の患者（認知症以外に１以上の疾患（疑いのもの

を除く。）を有するものであって、１処方につき５

種類を超える内服薬の投薬を行った場合及び１

処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬又は

睡眠薬を合わせて３種類を超えて投薬を行った

場合のいずれにも該当しないものに限る。）に対

して、当該患者又はその家族等の同意を得て、療

養上必要な指導及び診療を行った場合には、認知

症地域包括診療加算として、当該基準に係る区分

に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。 

イ 認知症地域包括診療加算１  38 点 

ロ 認知症地域包括診療加算２  31 点 

 

ラジオアイソトープを用いた諸検査 

内視鏡検査 

(11) 地域包括診療加算 

ア 地域包括診療加算は、外来の機能分化の観点か

ら、主治医機能を持った診療所の医師が、複数の

慢性疾患を有する患者に対し、患者の同意を得

た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことに

ついて評価したものであり、初診時や訪問診療

時（往診を含む。）は算定できない。なお、地域

包括診療料と地域包括診療加算はどちらか一方

に限り届出を行うことができる。 

イ 地域包括診療加算の対象患者は、高血圧症、糖

尿病、脂質異常症、慢性心不全、慢性腎臓病（慢

性維持透析を行っていないものに限る。）及び認

知症の６疾病のうち、2 つ以上（疑いを除く。）

を有する者である。なお、当該医療機関で診療を

行う対象疾病（上記 6 疾病のうち 2 つ）と重複

しない疾病を対象とする場合に限り、他医療機

関でも当該加算、認知症地域包括診療加算、地域

包括診療料又は認知症地域包括診療料を算定可

能とする。 

ウ 当該患者を診療する担当医を決めること。担当

医は、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了

した医師とし、担当医により指導及び診療を行

った場合に当該加算を算定する。 

なお、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での

体重や血圧の計測、飲酒、その他療養を行うに当

たっての問題点等に係る生活面の指導について

は、必要に応じて、当該医師の指示を受けた看護

師、管理栄養士又は薬剤師が行っても差し支え

ない。 

エ 患者又はその家族からの求めに応じ、疾患名、

治療計画等についての文書を交付し、適切な説

明を行うことが望ましい。その際、文書の交付に

ついては電子カルテ情報共有システムにおける

患者サマリーに入力し、診療録にその記録及び

患者の同意を得た旨を残している場合は、文書

を交付しているものとみなすものとする。 

オ～カ （※略） 

キ 当該保険医療機関に通院する患者について、介

護保険法第７条第５項に規定する介護支援専門

員及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく指定計画相談支



援の事業の人員及び運営に関する基準（平成 24

年厚生労働省令第 28 号）第３条第１項に規定す

る相談支援専門員からの相談に適切に対応する

とともに、当該対応が可能であることを当該保

険医療機関の見やすい場所に掲示すること。 

ク 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を

行うこと又はリフィル処方箋を交付することに

ついて、当該対応が可能であることを当該保険

医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、

患者から求められた場合に適切に対応するこ

と。 

ケ キ及びクの掲示事項について、原則として、ウ

ェブサイトに掲載していること。 

コ 抗菌薬の適正な使用を推進するため、「抗微生

物薬適正使用の手引き」（厚生労働省健康局結核

感染症課）を参考に、抗菌薬の適正な使用の普及

啓発に資する取組を行っていること。 

サ 地域包括診療加算 1 を算定する医療機関にお

いては、往診又は訪問診療を提供可能であるこ

と。往診又は訪問診療の対象の患者には、24 時

間対応可能な連絡先を提供し、患者又は患者の

家族等から連絡を受けた場合には、往診、外来受

診の指示等、速やかに必要な対応を行うこと。特

掲診療料施設基準通知の第 9 在宅療養支援診療

所の施設基準の 1 の(1)に規定する在宅療養支

援診療所以外の診療所においては以下の（ロ）、

在宅療養支援診療所以外の診療所については以

下の全てについて、連携する他の保険医療機関

とともに行うことも可能であること。 

(イ) 24 時間の連絡体制 

(ロ) 連絡を受けて行う往診又は外来診療の体

制 

(12) 認知症地域包括診療加算 

ア 認知症地域包括診療加算は、外来の機能分化の

観点から、主治医機能を持った診療所の医師が、

認知症患者であって以下の全ての要件を満たす

患者に対し、患者の同意を得た上で、継続的かつ

全人的な医療を行うことについて評価したもの

であり、初診時や訪問診療時（往診を含む。）は

算定できない。 

(イ) 認知症以外に 1 以上の疾病（疑いを除く。）

を有する者 

(ロ) 同月に、当該保険医療機関において以下の



いずれの投薬も受けていない患者 

① 1 処方につき 5 種類を超える内服薬があ

るもの 

② 1 処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不

安薬及び睡眠薬を合わせて３種類を超え

て含むもの 

なお、(ロ)①の内服薬数の種類数は錠剤、カプセ

ル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1 銘

柄ごとに１種類として計算する。また、(ロ)②

の抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬

の種類数は「F100」処方料の 1 における向精

神薬の種類と同様の取扱いとする。 

イ (11)のウからコまで（オの(ヌ)を除く。）を満た

すこと。 

ウ 認知症地域包括診療加算 1 を算定する場合に

は、(11)のサを満たすこと。 

エ 当該保険医療機関で診療を行う疾病（認知症を

含む２つ以上）と重複しない疾病を対象とする

場合に限り、他医療機関でも地域包括診療加算

又は地域包括診療料を算定可能である。また、他

医療機関で当該診療加算又は認知症地域包括診

療料は算定できない。 

 

  


